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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、2025年９月12日および、2025年10月14日開催の当社取締役会において、臨時株主総会の承認及び必要な所定の

手続き等の承認が得られることを前提として、吸収分割による持株会社体制への移行及び事業承継を目的とした子会社を

設立することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２

項第７号の規定に基づき、2025年10月31日付で臨時報告書を提出いたしました。

　また当社は、2025年11月14日開催の当社取締役会において、2025年12月11日に開催予定の当社臨時株主総会において関

連議案の承認が得られること及び必要に応じ関係官公庁の許認可等が得られることを条件に、2026年３月１日（予定）を

効力発生日として吸収分割契約の締結を承認することを決議し、未決議事項について決定いたしましたので、金融商品取

引法第24条の５第５項の規定に基づき、2025年11月21日付で臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。

　さらに当社は、2025年11月28日開催の当社取締役会において、2025年12月11日に開催予定の当社臨時株主総会の第３号

議案株式会社関通営業分割準備会社との吸収分割契約承認の件を撤回することを決議いたしましたので、金融商品取引法

第24条の５第５項の規定に基づき、2025年12月5日付で臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。

　今般、当社は、2026年１月28日開催の当社臨時取締役会において、吸収分割の効力発生日を2026年３月１日（予定）か

ら2026年４月１日（予定）に変更することを決議するとともに、同日付で各承継会社との間で吸収分割契約に関する覚書

を締結いたしました。 つきましては、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を再

度提出するものであります。

 

２【訂正事項】

　２　報告内容について、以下のとおり訂正いたします。なお訂正箇所は、下線を付して表示しております。

 

３【訂正箇所】

２　報告内容の訂正箇所には、下線を付して表示しております。

(訂正前)

（省略）

(3)その他の吸収分割契約の内容

（省略）

イ.今後の予定

(1)
吸 収 分 割 契 約 に 関 す る

取 締 役 会 決 議 日
2025年11月14日  

(2) 吸 収 分 割 契 約 締 結 日 2025年11月14日  

(3) 分 割 承 認 臨 時 株 主 総 会 2025年12月11日（予定）
※基準日設定の事実を別途、開示しておりま

す

(4) 吸 収 分 割 の 効 力 発 生 日 2026年３月 1日（予定） ※持株会社体制への移行日となります

（省略）

 

(訂正後)

イ.今後の予定

(1)
吸 収 分 割 契 約 に 関 す る

取 締 役 会 決 議 日
2025年11月14日  

(2) 吸 収 分 割 契 約 締 結 日 2025年11月14日  

(3) 分 割 承 認 臨 時 株 主 総 会 2025年12月11日
※基準日設定の事実を別途、開示しておりま

す

(4)
吸収分割契約に関する覚書を

承認する取締役会決議日
2026年１月28日  

(5)
吸収分割契約に関する覚書の

締 結 日
2026年１月28日  

(6) 吸 収 分 割 の 効 力 発 生 日 2026年４月 1日（予定） ※持株会社体制への移行日となります

（省略）
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